
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第３号の規定により、次のとおり資金管理団体の届出事項の異動の届出があった。

令和2年12月11日

千葉県選挙管理委員会委員長　長谷川　康博

新 旧

塚本　幸子 塚本幸子と街づくりの会 所在地 千葉県袖ケ浦市神納３２１３
千葉県袖ケ浦市長浦駅前２－２－１４アネッ
クス真朋１０１

令和2年11月1日

松嵜　裕次 松嵜裕次後援会 所在地
千葉県船橋市薬円台３－１１－９－３０
２

千葉県船橋市薬円台３－１７－２６－１０３ 令和2年11月6日

内　　　　　　　　　　　　　容
異動年月日

資金管理団体の届出
をした者の氏名

資金管理団体の名称 異　動　事　項


